
 

 

平成 22 年度燃費基準値及び減税対象基準値 
 
 
１．乗用車（ガソリン車）  

                                    （単位：㎞/ℓ ） 

区        分 
燃費 

基準値 

燃費 

基準 

119％値 

燃費 

基準 

130％値 

燃費 

基準 

141％値 

燃費 

基準 

150％値 

燃費 

基準 

151％値 

燃費 

基準 

162％値 

燃費 

基準 

173％値 

燃費 

基準 

184％値 

燃費 

基準 

194％値 

燃費 

基準 

205％値 

1.車両重量が  703kg 未満 ２１．２ ２５．２ ２７．６ ２９．９ ３１．８ ３２．０ ３４．３ ３６．７ ３９．０ ４１．１ ４３．５ 

2.車両重量が  703kg 以上 

828kg 未満 
１８．８ ２２．４ ２４．４ ２６．５ ２８．２ ２８．４ ３０．５ ３２．５ ３４．６ ３６．５ ３８．５ 

3.車両重量が  828Kg 以上 

1,016kg 未満 
１７．９ ２１．３ ２３．３ ２５．２ ２６．９ ２７．０ ２９．０ ３１．０ ３２．９ ３４．７ ３６．７ 

4.車両重量が 1,016kg 以上 

1,266kg 未満 
１６．０ １９．０ ２０．８ ２２．６ ２４．０ ２４．２ ２５．９ ２７．７ ２９．４ ３１．０ ３２．８ 

5.車両重量が 1,266kg 以上 

1,516kg 未満 
１３．０ １５．５ １６．９ １８．３ １９．５ １９．６ ２１．１ ２２．５ ２３．９ ２５．２ ２６．７ 

6.車両重量が 1,516kg 以上 

1,766kg 未満 
１０．５ １２．５ １３．７ １４．８ １５．８ １５．９ １７．０ １８．２ １９．３ ２０．４ ２１．５ 

7.車両重量が 1,766kg 以上 

2,016kg 未満 
８．９ １０．６ １１．６ １２．５ １３．４ １３．４ １４．４ １５．４ １６．４ １７．３ １８．２ 

8.車両重量が 2,016kg 以上 

2,266kg 未満 
７．８ ９．３ １０．１ １１．０ １１．７ １１．８ １２．６ １３．５ １４．４ １５．１ １６．０ 

9.車両重量が 2,266kg 以上 ６．４ ７．６ ８．３ ９．０ ９．６ ９．７ １０．４ １１．１ １１．８ １２．４ １３．１ 

 



 
 
２．貨物自動車（ガソリン車） 

 （単位：㎞/ℓ ） 
区        分 

燃費 

基準値 

燃費 

基準 

132％値 

燃費 

基準 

139％値 

燃費 

基準 

144％値 

燃費 

基準 

147％値 

燃費 

基準 

150％値 

燃費 

基準 

155％値 

燃費 

基準 

157％値 

燃費 

基準 

163％値 

 

自動車の 

種別 

変速装置の

方式 
車両重量 

自動車の 

構造 

1.軽自動車 

MT 

703kg 

未満 

構造 A ２０．２ ２６．７ ２８．１ ２９．１ ２９．７ ３０．３ ３１．３ ３１．７ ３２．９ 

構造 B １７．０ ２２．４ ２３．６ ２４．５ ２５．０ ２５．５ ２６．４ ２６．７ ２７．７ 

703kg 

 以上 

828kg  

未満 

構造 A １８．０ ２３．８ ２５．０ ２５．９ ２６．５ ２７．０ ２７．９ ２８．３ ２９．３ 

構造 B １６．７ ２２．０ ２３．２ ２４．０ ２４．５ ２５．１ ２５．９ ２６．２ ２７．２ 

828kg 以上 １５．５ ２０．５ ２１．５ ２２．３ ２２．８ ２３．３ ２４．０ ２４．３ ２５．３ 

AT 

703kg  

未満 

構造 A １８．９ ２４．９ ２６．３ ２７．２ ２７．８ ２８．４ ２９．３ ２９．７ ３０．８ 

構造 B １６．２ ２１．４ ２２．５ ２３．３ ２３．８ ２４．３ ２５．１ ２５．４ ２６．４ 

703kg 

 以上 

828kg  

未満 

構造 A １６．５ ２１．８ ２２．９ ２３．８ ２４．３ ２４．８ ２５．６ ２５．９ ２６．９ 

構造 B １５．５ ２０．５ ２１．５ ２２．３ ２２．８ ２３．３ ２４．０ ２４．３ ２５．３ 

828kg 以上 １４．９ １９．７ ２０．７ ２１．５ ２１．９ ２２．４ ２３．１ ２３．４ ２４．３ 

2.車両総重量が

1.7 トン以下 

MT 

1,016kg 未満 １７．８ ２３．５ ２４．７ ２５．６ ２６．２ ２６．７ ２７．６ ２７．９ ２９．０ 

1,016kg 以上 １５．７ ２０．７ ２１．８ ２２．６ ２３．１ ２３．６ ２４．３ ２４．６ ２５．６ 

AT 

1,016kg 未満 １４．９ １９．７ ２０．７ ２１．５ ２１．９ ２２．４ ２３．１ ２３．４ ２４．３ 

1,016kg 以上 １３．８ １８．２ １９．２ １９．９ ２０．３ ２０．７ ２１．４ ２１．７ ２２．５ 

3.車両総重量が

1.7 トン超 

2.5 トン以下 

MT 

1,266kg

未満 

構造 A １４．５ １９．１ ２０．２ ２０．９ ２１．３ ２１．８ ２２．５ ２２．８ ２３．６ 

構造 B １２．３ １６．２ １７．１ １７．７ １８．１ １８．５ １９．１ １９．３ ２０．０ 

1,266kg 以上 

1,516kg 未満 
１０．７ １４．１ １４．９ １５．４ １５．７ １６．１ １６．６ １６．８ １７．４ 

1,516kg 以上 ９．３ １２．３ １２．９ １３．４ １３．７ １４．０ １４．４ １４．６ １５．２ 

AT 

1,266kg

未満 

構造 A １２．５ １６．５ １７．４ １８．０ １８．４ １８．８ １９．４ １９．６ ２０．４ 

構造 B １１．２ １４．８ １５．６ １６．１ １６．５ １６．８ １７．４ １７．６ １８．３ 

1,266kg 以上 １０．３ １３．６ １４．３ １４．８ １５．１ １５．５ １６．０ １６．２ １６．８ 

 

備考 

１．「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第１条第６号に規定する空車状態における

自動車の重量をいう。 

２．「車両総重量」とは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第２条第９号に規定する積車状態における自動車

の重量をいう。 

３．「構造Ａ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。 

イ．最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。 

ロ．乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車室と車体外とを固定された 

屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。 

ハ．運転者室の前方に原動機を有するものであること。 

４．「構造Ｂ」とは、構造Ａ以外の構造をいう。 

 


